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笠間市告示第６０５号 

 

令和２年第４回笠間市議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

令和２年１１月２３日 

 

笠間市長 山 口 伸 樹 

 

 

１ 期  日  令和２年１１月３０日（月） 

 

２ 場  所  笠間市議会議場 
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令和２年第４回笠間市議会定例会会期日程 

月  日 曜 日 会 議 名 議       事 

１１月３０日 月 本会議 

開会 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

請願・陳情（付託） 

議案上程・提案理由説明 

質疑・討論・採決（議案の一部） 

〔一般質問通告締切（午前中）〕 

〔議案質疑通告締切（午後５時）〕 

１２月 １日 火 休 会 議案調査 

１２月 ２日 水 本会議 

会議録署名議員の指名 

議案質疑・委員会付託 

〔議会運営委員会開催〕 

１２月 ３日 木 休 会 議事整理 

１２月 ４日 金 休 会 常任委員会（総務産業） 

１２月 ５日 土 休 会  

１２月 ６日 日 休 会  

１２月 ７日 月 休 会 常任委員会（教育福祉） 

１２月 ８日 火 休 会 常任委員会（建設土木） 

１２月 ９日 水 休 会 議事整理 

１２月１０日 木 本会議 
会議録署名議員の指名 

一般質問 

１２月１１日 金 本会議 
会議録署名議員の指名 

一般質問 

１２月１２日 土 休 会  

１２月１３日 日 休 会  

１２月１４日 月 本会議 

会議録署名議員の指名 

一般質問 

〔討論通告締切（午前中）〕 

〔全員協議会開催〕 

１２月１５日 火 休 会 議事整理 
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月  日 曜 日 会 議 名 議       事 

１２月１６日 水 本会議 

会議録署名議員の指名 

各委員会委員長報告 

質疑・討論・採決（議案の一部） 

閉会 

〔全員協議会開催〕 
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令和２年第４回 

笠間市議会定例会会議録 第１号 

 

令和２年１１月３０日 午前１０時００分開会 

 

出 席 議 員 

議 長  22 番  飯 田 正 憲 君 

副 議 長  13 番  石 田 安 夫 君 

  １ 番  坂 本 奈央子 君 

  ２ 番  安 見 貴 志 君 

  ３ 番  内 桶 克 之 君 

  ４ 番  田 村 幸 子 君 

  ５ 番  益 子 康 子 君 

  ６ 番  中 野 英 一 君 

  ７ 番  林 田 美代子 君 

  ８ 番  田 村 泰 之 君 

  ９ 番  村 上 寿 之 君 

  10 番  石 井   栄 君 

  11 番  小松﨑   均 君 

  12 番  畑 岡 洋 二 君 

  15 番  西 山   猛 君 

  16 番  石 松 俊 雄 君 

  17 番  大 貫 千 尋 君 

  18 番  大 関 久 義 君 

  19 番  市 村 博 之 君 

  20 番  小薗江 一 三 君 

  21 番  石 﨑 勝 三 君 

                                         

欠 席 議 員 

  14 番  藤 枝   浩 君 

                                         

出 席 説 明 者 

市 長  山 口 伸 樹 君 

副 市 長  近 藤 慶 一 君 

教 育 長  今 泉   寛 君 
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市 長 公 室 長  中 村 公 彦 君 

総 務 部 長  石 井 克 佳 君 

市 民 生 活 部 長  金 木 雄 治 君 

保 健 福 祉 部 長  下 条 かをる 君 

産 業 経 済 部 長  古 谷 茂 則 君 

都 市 建 設 部 長  吉 田 貴 郎 君 

上 下 水 道 部 長  横 手   誠 君 

市 立 病 院 事 務 局 長  後 藤 弘 樹 君 

教 育 部 長  小田野 恭 子 君 

消 防 長  堂 川 直 紀 君 

笠 間 支 所 長  岡 野 洋 子 君 

岩 間 支 所 長  伊勢山   裕 君 

                                         

出席議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長  堀 越 信 一 

議 会 事 務 局 次 長  西 山 浩 太 

次 長 補 佐  松 本 光 枝 

係 長  神 長 利 久 

主 幹  塩 田 拓 生 

                                         

議 事 日 程 第 １ 号 

令和２年１１月３０日（月曜日） 

午 前 １０ 時 開 会 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 諸般の報告について 

日程第４ 請願・陳情について 

日程第５ 議案第 76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

て 

日程第６ 議案第 77号 笠間市地球温暖化防止等事業基金条例を廃止する条例について 

日程第７ 議案第 78号 笠間の陶炎祭出展者貸付金貸付条例を廃止する条例について 

日程第８ 議案第 79号 笠間市職員の修学部分休業に関する条例について 

 議案第 80号 笠間市職員の自己啓発等休業に関する条例について 

 議案第 81号 笠間市職員の配偶者同行休業に関する条例について 
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日程第９ 議案第 82号 笠間市廃棄物処理推進基金条例について 

日程第10 議案第 83号 笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例について 

日程第11 議案第 84号 市道路線の廃止及び認定について 

日程第12 議案第 85号 指定管理者の指定について（笠間市ゆかいふれあいセンター） 

     議案第 86号 指定管理者の指定について（笠間クラインガルテン） 

     議案第 87号 指定管理者の指定について（北山公園） 

     議案第 88号 指定管理者の指定について（道の駅かさま） 

     議案第 89号 指定管理者の指定について（笠間芸術の森公園スケートパーク） 

日程第13 議案第 90号 動産購入契約の締結について（笠間市立学校タブレット端末

（ｉＰａｄ）購入） 

     議案第 91号 動産購入契約の締結について（笠間市立学校タブレット端末

（Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ）購入） 

日程第14 議案第 92号 汚泥焼却炉施設等の建設及び維持管理に関する事務の委託に関

する規約の変更について 

日程第15 議案第 93号 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第９号） 

     議案第 94号 令和２年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

     議案第 95号 令和２年度笠間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

     議案第 96号 令和２年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

     議案第 97号 令和２年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

     議案第 98号 令和２年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

     議案第 99号 令和２年度笠間市立病院事業会計補正予算（第３号） 

     議案第100号 令和２年度笠間市水道事業会計補正予算（第３号） 

     議案第101号 令和２年度笠間市工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

     議案第102号 令和２年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

１．本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告について 

 日程第４ 請願・陳情について 

日程第５ 議案第 76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ

いて 

日程第６ 議案第 77号 笠間市地球温暖化防止等事業基金条例を廃止する条例につい

て 

日程第７ 議案第 78号 笠間の陶炎祭出展者貸付金貸付条例を廃止する条例について 
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日程第８ 議案第 79号 笠間市職員の修学部分休業に関する条例について 

 議案第 80号 笠間市職員の自己啓発等休業に関する条例について 

 議案第 81号 笠間市職員の配偶者同行休業に関する条例について 

日程第９ 議案第 82号 笠間市廃棄物処理推進基金条例について 

日程第10 議案第 83号 笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例について 

日程第11 議案第 84号 市道路線の廃止及び認定について 

日程第12 議案第 85号 指定管理者の指定について（笠間市ゆかいふれあいセンター） 

     議案第 86号 指定管理者の指定について（笠間クラインガルテン） 

     議案第 87号 指定管理者の指定について（北山公園） 

     議案第 88号 指定管理者の指定について（道の駅かさま） 

     議案第 89号 指定管理者の指定について（笠間芸術の森公園スケートパー

ク） 

日程第13 議案第 90号 動産購入契約の締結について（笠間市立学校タブレット端末

（ｉＰａｄ）購入） 

      議案第 91号 動産購入契約の締結について（笠間市立学校タブレット端末

（Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ）購入） 

日程第14 議案第 92号 汚泥焼却炉施設等の建設及び維持管理に関する事務の委託に

関する規約の変更について 

日程第15 議案第 93号 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第９号） 

     議案第 94号 令和２年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

     議案第 95号 令和２年度笠間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

     議案第 96号 令和２年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

     議案第 97号 令和２年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第２

号） 

     議案第 98号 令和２年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 

     議案第 99号 令和２年度笠間市立病院事業会計補正予算（第３号） 

     議案第100号 令和２年度笠間市水道事業会計補正予算（第３号） 

     議案第101号 令和２年度笠間市工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

     議案第102号 令和２年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

                                         

午前１０時００分開会 

 開会の宣告 

 

○議長（飯田正憲君） 皆さんおはようございます。 
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 御報告申し上げます。 

 ただいまの出席議員は20名であります。本日の欠席議員は、14番藤枝 浩君、20番小薗

江一三君であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから令和２年第４回笠間市議会定例会を開会い

たします。 

 本日の会議に、地方自治法第121条第１項の規定により、出席を求めた者及び議会事務

局職員の出席者は、資料のとおりであります。 

                                         

 市長挨拶 

 

○議長（飯田正憲君） ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許可い

たします。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 令和２年第４回笠間市議会定例会の開会に当たりまして、御挨拶

を申し上げたいと思います。 

 議員の皆様には、公私とも御多忙のところ、定例会に御出席を賜り、お礼を申し上げた

いと思います。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症の状況についてでございますが、全国で新型コロナ

ウイルス感染者数が急激に増加し、感染の第３波の到来とも伝えられるようになっており

ます。 

 県内でも、県南地域でのクラスター発生により、大きく増加し、新規感染者数も過去最

多を更新するなど感染が拡大していると考えております。 

 このような中、県は、感染状況を踏まえて、国の飲食業支援事業Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔプ

レミアムつき食事券新規発行の一時停止や割引宿泊商品の販売延期の措置を講じたところ

でございます。 

 さらには、27日の緊急記者会見で、土浦市、つくば市など８市町を感染拡大市町村と位

置づけ、不要不急の外出自粛や酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮要請を行うなど、

ピンポイントでの対策を実施するとしております。 

 本市における感染状況につきましては、９月１日に７例目が確認されて以降は落ち着い

た状況にありましたが、今月に入り、土浦市桜町の飲食店関連で、11月13日に８例目が確

認されてからは、23日までの11日間で８人の感染が確認されるなど、累計感染者数は15人

となっております。その後、今日までに新たな感染者数は確認されていない状況でござい

ます。 

 また、現状では、集団感染の発生などといった感染拡大には至っておりませんが、予断
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を許さない状況でございます。 

 今後は、冬に向けて、インフルエンザの流行期を迎えます。新型コロナウイルス感染症

との同時流行に備え、笠間市医師会協力の下、発熱患者の外来診療、検査医療機関が指定

され、発熱患者等の受入れ体制を整えております。 

 市民の皆様におきましては、発熱等の症状で受診の際は、必ず電話をして、病院の指示

を受けていただきたいと思います。 

 今後の新型コロナウイルスワクチン接種体制に関する取組についてでございますが、国

からワクチンが実用化された場合には、迅速かつ適切に接種が開始できるよう、市町村及

び都道府県の役割が示されております。本市においても、医療機関との委託契約や接種費

用の支払い、市民への接種の推奨、個別通知などが、市町村の役割として示されており、

必要な準備をあらかじめ進めておるところでございます。 

 次に、最近の地方を取り巻く国の動向についてでございます。 

 今月10日に、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググルー

プが開催されました。会議では、マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、公金受け取

り口座の登録、運転免許証のデジタル化についての議論が行われ、この中で、マイナンバ

ーカードを使うことで、引っ越しの際の銀行への住所変更届を省く制度を導入する方針な

どが明らかにされ、2022年度中の実現を目指すとしております。 

 本市においても、行政のデジタル化の推進を重要な課題として捉え、今後も国の動向を

注視しながら施策の推進に努めてまいりたいと思います。 

 次に、新型コロナウイルス感染症に係る本市の支援策等の状況について御報告をさせて

いただきます。 

 まず初めに、高齢者等へのＰＣＲ検査助成事業についてでございます。来月１日、あし

たからですね、国の補助事業及び新型コロナウイルス対応交付金事業を活用して、ＰＣＲ

検査を希望する方に、行政検査以外の検査助成を実施いたします。対象者は、高齢者の方

や基礎疾患を有する無症状の方で、助成額を２万円として、無症状の方の不安解消や重症

化の抑制、経済的負担の軽減を図ってまいります。 

 次に、農畜産物加工品販売促進委託事業についてでございます。来月１日から28日まで、

新宿区内にあるＪＴＢパブリッシングの直営飲食店、るるぶキッチンビルヂングでるるぶ

キッチン笠間市の特集フェアを実施いたします。この事業は、笠間産の栗や野菜、加工品

を使ったオリジナルメニューを提供するもので、笠間市産の農産物等を広くＰＲするとと

もに、その魅力を味わっていただき、販路拡大にもつなげていくものでございます。期間

中は、店舗内でのＰＲ動画放映や笠間焼の展示など本市の魅力を発信してまいりたいと考

えております。 

 次に、笠間市イベント開催サポート事業の実施状況でございます。商店街や各種団体等

が開催するイベントの支援として、20万円を上限に、開催経費の補助を行うもので、今月
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25日時点で６件の申請を受け付けております。なお、令和３年２月25日まで実施するイベ

ントが対象となり、申請期間は12月25日となっておりますので、引き続き事業の周知に努

めてまいります。 

 次に、笠間市宿泊体験促進事業についてでございます。旅行需要の早期回復を目的に、

市内の宿泊事業者と連携して、宿泊料金を最大5,000円割引するとともに、笠間焼体験や

ゴルフ場でも利用できる体験助成券を発行するものでございます。10月末時点で、民泊を

含む市内18の宿泊施設に参加協力をいただき、1,861人の方々に御利用をいただいている

ところでございます。 

 次に、年末年始の休暇の分散化の対応についてでございます。市役所においては、年末

年始の休日の前後である12月28日と１月４日において、休暇の取得を促進してまいります。

年末年始の通例の行事等の日程を調整し、業務に支障のないよう、職員は半数程度の出勤

で対応することで、最大９連休の取得が可能となり、感染防止や働き方改革につなげてま

いりたいと考えております。 

 続いて、笠間クラインガルテン内テナントの開店について御報告いたします。笠間クラ

インガルテン内のそば処の閉店後、民間活力を導入するために、出店者の募集を行ってま

いりました。このたび出店者が正式に決定し、来月10日に地元産の食材を使用する飲食店

薬膳中華レストランが開店する運びとなりましたので、御報告申し上げます。 

 次に、笠間の菊まつりについてでございます。先月17日から今月23日まで開催されまし

た笠間の菊まつりにつきまして、周辺商店会と感染防止策を行い、菊人形展の規模を縮小

するなど、内容を一部変更しながら、実施をしてまいりまして、無事終了することができ

ました。 

 特に、今年は、歴史交流館井筒屋の裏庭に菊飾りをさせていただき、井筒屋周辺には、

昨年の1.5倍ぐらいの集客があったということでございます。今後も、魅力ある菊まつり

につなげていきたいなと思っております。 

 次に、提出議案等について御説明を申し上げます。 

 今回の提出案件は、法令に基づく報告事項のほか、笠間市職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例についてをはじめとする議案27件でございます。 

 今回の補正予算の議案等につきましては、令和２年度笠間市一般会計補正予算（第９

号）をはじめとする10会計の補正予算案を上程するものであります。 

 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第９号）でありますが、歳入におきましては、歳

出補正関連の国県支出金や市債などを補正するものであります。 

 歳出する主なものについて申し上げると、ＰＣＲ検査を実施している市内医療機関に対

し、感染症対策を支援するための医療機関支援事業、笠間市ＪＲ東日本、ＪＡ常陸などの

出資により、国の６次産業化の主体となる新法人の設立や栗加工処理施設の整備を進める

ための地域素材応援促進事業並びに強い農業担い手づくり総合支援事業、新型コロナウイ
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ルス感染症対策を目的とした寄附金などを積み立てた新型コロナウイルス感染症対策基金

を活用し、感染症対策を講じた高規格救急車を整備するための新型コロナ対策救急車両整

備事業、老朽化により雨漏りが生じている友部小学校屋上の防水工事をするための友部小

学校屋上防水事業、各小学校の特別教室や友部中学校及び友部第二中学校の給食室にエア

コンを設置するための小学校校舎へエアコン設置事業並びに中学校校舎エアコン設置事業

などを中心に編成しているところであります。 

 その結果、今回の補正予算は８億3,936万9,000円の増額補正となり、補正後の一般会計

の予算規模は440億3,280万2,000円となります。 

 後ほど詳しく説明申し上げますので、慎重なる審議の上、御議決を賜りますようお願い

申し上げ、挨拶と代えさせていただきます。 

                                         

 開議の宣告 

 

○議長（飯田正憲君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 ここで20番小薗江一三君が着席いたしました。 

                                         

 議事日程の報告 

 

○議長（飯田正憲君） 日程について御報告申し上げます。 

 本日の議事日程につきましては、議事日程第１号のとおりといたします。 

 これより議事日程に入ります。 

                                         

 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、５番益子康子君、６番中野英一君を

指名いたします。 

                                         

 会期の決定について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 今期定例会の会期につきましては、議会運営委員会において御審議いただいております。 

 ここで議会運営委員会委員長より報告をお願いいたします。 

 議会運営委員会委員長畑岡洋二君。 

〔議会運営委員長 畑岡洋二君登壇〕 



- 13 - 

 

○議会運営委員長（畑岡洋二君） 議会運営委員会から会議の報告をいたします。 

 当委員会は、11月24日に、令和２年第４回笠間市議会定例会の会期日程等について協議

をいたしました。 

 会期につきましては、資料のとおり、本日から12月16日までの17日間といたします。 

 初日の11月30日は、会期の決定、請願・陳情の付託、議案の説明を受けた後、議案の一

部について質疑、討論、採決を行います。 

 12月１日は、議案調査のため休会といたします。 

 ２日は、議案に対する質疑を行い、所管の常任委員会へ付託を行います。 

 ３日は、議事整理のため休会といたします。 

 ４日、７日、８日の３日間で各常任委員会を開催いたします。 

 ９日は、議事整理のため休会といたします。 

 一般質問は、10日、11日、14日の３日間で行います。 

 15日は、議事整理のため休会といたします。 

 最終日の16日は、各常任委員会に付託された議案等の審査結果を各委員長から報告を受

けた後、討論、採決を行い、終了となります。 

 なお、会期中の新型コロナウイルス感染症防止対策として、傍聴人の人数を制限いたし

ます。また、発言時においても、マスク着用を徹底していただくことを申し添えいたしま

す。 

 以上、会期日程等について御報告いたします。 

○議長（飯田正憲君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日から12月16日までの17日間としたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（飯田正憲君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から

12月16日までの17日間に決定いたしました。 

 なお、会期中の会議の予定につきましては、ただいま委員長から報告がありましたよう

に、会期日程表のとおりといたします。 

                                         

 諸般の報告について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第３、諸般の報告をいたします。 

 市長より、地方自治法第180条第２項の規定により、専決処分の報告が法令等に基づく

報告事項として提出されました。 

 資料配付により報告に代えることを御了承を願います。 

 次に、議会閉会中の議員派遣についてですが、会議規則第167条第１項のただし書の規
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定により議長において決定し、議員を派遣いたしました。 

 その内容は資料のとおりであります。 

 また、令和２年第３回定例会において議決されました教職員定数改善及び義務教育費国

庫負担制度堅持に係る意見書及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激

な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出につきましては、令和２年９月23日

をもって関係機関宛てに送付いたしましたので、御報告申し上げます。 

                                         

 請願・陳情について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第４、請願・陳情についてを議題といたします。 

 本定例会に提出されました請願・陳情につきましては、文書表を付して、その写しを配

信しております。この件につきましては、請願・陳情文書表のとおり所管の常任委員会に

付託いたします。 

                                         

 議案第７６号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第５、議案第76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、令和２年人事院勧告及び茨城県人事委員会勧告に準じて職員の給与の改定を行

うため、所要の改正をするものであります。内容につきましては、市長公室長から説明さ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

〔市長公室長 中村公彦君登壇〕 

○市長公室長（中村公彦君） 議案第76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例について御説明申し上げます。 

 本案は、令和２年人事院勧告及び茨城県人事委員会勧告において、期末手当の引上げが

勧告されたため、一般職及び特別職の職員の給与改定を行うものでございます。 

 議案書の新旧対照表で御説明申し上げます。 

 ４ページをお開きください。 

 笠間市職員の給与に関する条例第20条第２項及び第３項において、一般職の令和２年12
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月支給期の期末手当の支給割合を0.05か月引き下げるものでございます。 

 次に、５ページの第20条第２項及び第３項において、先ほど令和２年12月支給期の支給

割合について御説明申し上げましたが、令和３年度以降につきましては、６月支給期と12

月支給期に均等に配分するため改正するものでございます。 

 次に、６ページ及び７ページの笠間市の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関す

る条例につきましては、一般職と同様に、特別職の令和２年12月支給期の期末手当を引き

下げ、令和３年度以降の配分を改正するものでございます。 

 また、８ページから９ページの笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例、10ページから11ページの笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例につきましても、一般職と同様に、任期付職員及び会計年度任用職員の令和２年12月

支給期の期末手当を引き下げ、令和３年度以降の配分を改正するものでございます。 

 ページを３ページにお戻りいただきまして、附則でございますが、執行部といたしまし

て、本年12月支給分の期末手当を引き下げます第１条、第３条、第５条、第７条につきま

しては、令和２年12月１日から施行し、令和３年度以降の期末手当の配分を改正する第２

条、第４条、第６条及び第８条につきましては、令和３年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 なお、本議案に対する質疑は通告なしで行うため、複数の質疑がある場合は、１件ごと

に質疑を終結させてから次の質疑に入ってください。ただし、返答内容の理解ができまし

たら、次の質疑に入っていただきますようお願いいたします。 

 質疑ございませんか。 

 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） それでは、今の議案第76号 笠間市職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例についての議案に対する質疑をさせていただきます。 

 質問に入る前なんですが、確認をさせていただきますが、今、議長からありましたよう

に、私、質問事項をできるだけ少なくするように絞り込んで集約いたしましたが、複数項

目ございまして、このまま一度に質問しますと、円滑な質疑に支障が生じるのではないか

なと思いまして、１項目ずつ質問、答弁を進めていきたいということを考えておりまして、

そのようなことに対する許可を改めてお願いしたいんですが、よろしいですかね。 

○議長（飯田正憲君） 許可します。１件ごとにお願いします。 

○１０番（石井 栄君） どうもありがとうございます。日本共産党の石井 栄です。議

長の許可を受けまして、議案質疑を行います。 

 議案第76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についての質疑を
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行います。幾つかありますので、一つずつ質疑をさせていただきたいと思います。 

 期末手当を年間0.05月減額することにより影響を受ける職員の中で、多数を占める一般

職員と会計年度任用職員に関してお伺いをいたします。 

 一つは、一般職員の人数と減額の影響を受ける一般職員の人数はそれぞれ何名でしょう

か。お願いします。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） 10番石井議員の御質問にお答えいたします。 

 現在の一般職の職員につきましては706名でございまして、全員が人事院勧告の対象と

なります。全員が減額の影響を受けるということになるところでございます。 

○議長（飯田正憲君） 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） 次ですけれども、一般職員の減額による影響額は１人当たり幾

らで、その額は総額幾らになるでしょうか。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） 一般職の減額に対する影響額でございますけれども、１人

当たり１万7,000円程度でございまして、総額は約1,260万円でございます。 

○議長（飯田正憲君） 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） では、次ですけれども、会計年度任用職員の人数と減額の影響

を受ける人数についてお知らせください。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） ４月時点でございますけれども、会計年度任用職員につき

ましては371名でございます。そのうち、期末手当の支給が予定される職員につきまして

は280名が対象となります。 

○議長（飯田正憲君） 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） 次ですけれども、会計年度任用職員の減額による影響額は１人

当たり幾らで、総額は幾らでしょうか。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） 会計年度任用職員の減額に対する影響額でございますけれ

ども、１人当たり6,000円程度でございまして、総額につきましては約167万円程度でござ

います。 

○議長（飯田正憲君） 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） それでは、それに関しまして、次なんですけれども、一般職員

の平均年収というのは、およそ幾らぐらいになるんでしょうか。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） 現在の給与を基に計算いたしますと、一般職員の平均年収

につきましては638万2,000円でございます。 
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○議長（飯田正憲君） 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） それでは、会計年度任用職員、いろいろなパターンがあるよう

ですけれども、会計年度任用職員で、１日の勤務時間が７時間45分の人の平均年収は幾ら

になるでしょうか。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） 会計年度任用職員で、勤務時間が７時間45分の者は現在お

りません。したがいまして、７時間30分の者で計算いたしますと、平均年収は260万円で

ございます。 

○議長（飯田正憲君） 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） それでは、一般職員と会計年度任用職員の期末手当を減額する

理由を改めてお伺いをいたします。それで、その中身ですけれども、減額の理由について、

人事院勧告を尊重してという御説明がございましたけれども、コロナ禍の下で、病院、保

健センター、保育所、学校などで働く市職員は、最前線で仕事に精いっぱい取り組んでお

りますけれども、市職員が市民福祉のために奮闘した実績をどのように評価されているん

でしょうか。お願いします。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） 今、医療、保健福祉、学校、保育の業務に対する職員はも

ちろんのこと、地域の感染防止対策、定額給付金の支給、地域の様々な経済対策の実施な

ど全職員がコロナ禍に向かって努力しているというふうに考えてございます。 

○議長（飯田正憲君） 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） 前の全協での説明についてなんですけれども、厳しい財政状況

や国、県の動向等を考慮した結果の減額であると、そのような説明がされたかと思うんで

すけれども、そもそも減額しないで支給する財源というのは、当初予算に計上されている

ものだと思います。当初予算に計上されているものを減額する理由というのは、どういう

理由なんでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） 今、当初予算に計上されているものの減額ということでご

ざいますが、こちらにつきましては、人事院勧告のほうを尊重するものでございます。あ

と、民間の部分でございますけれども、民間のほうの水準に合わせまして、今回の人事院

勧告がなされたというふうに考えてございます。 

○議長（飯田正憲君） 石井 栄君。 

○１０番（石井 栄君） それでは、人事院勧告による減額方針に関して、民間の厳しい

経済、雇用情勢を反映されたものであるという説明がなされましたけれども、市職員の給

与水準を低下させることは、地域経済、民間の給与水準にもマイナスの影響を与えます。

この点をどのように捉えているんでしょうか。これで最後です。 
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○議長（飯田正憲君） これで最後にしてください。 

 市長公室長中村公彦君。 

○市長公室長（中村公彦君） 今回の人事院勧告の給与改定につきましては、民間の水準

を基に勧告されたものでございますので、地域経済、民間の給与水準への影響というもの

は少ないというふうに考えているところでございます。 

○議長（飯田正憲君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（飯田正憲君） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第76号は、会議規則第37条第３項の規定により、委

員会の付託を省略し、直ちに討論、採決をしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（飯田正憲君） 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

 原案に対する反対の許可をいたします。 

 石井 栄君。 

〔10番 石井 栄君登壇〕 

○１０番（石井 栄君） 日本共産党の石井 栄です。 

 議案第76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について反対の立

場で討論いたします。 

 この議案第76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、

人事院勧告に基づいて、笠間職員の期末手当を年間で0.05か月削減しようとするものです。

この削減内容は、一般職員では、平均年額１万7,000円の削減で、一般職員全体の削減額

は1,260万円です。会計年度任用職員では、削減額は平均年額6,000円程度、削減対象280

名全員の削減額は総額が167万円です。１人当たり削減額の平均額は、年間で6,000円程度

という答弁がございましたけれども、会計年度任用職員で、１日の勤務時間が７時間30分

の人の平均年収は260万円です。それに対して、一般職員の平均年収は638万円です。これ

は、一般職員の年収が多いということではなく、会計年度任用職員の平均年収が低いこと、

処遇改善が必要であることを示しています。削減を避けるために必要な予算は1,427万円

程度であります。これを新たに確保するものではなく、当初予算で確保されているもので

す。 

 コロナ禍の中で、一般職員も会計年度任用職員の方も厳しい環境の中で、市民福祉の仕

事に誠心誠意尽くしてきました。この間の貢献に対して、増額回答で答えるのであればま

だしも、減額回答で答えるのは妥当ではないと考えます。 



- 19 - 

 

 削減の理由として、人事院勧告は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、

民間企業の厳しい経済、雇用情勢が反映されたものであることから、本市においても、そ

の趣旨を尊重するとともに、厳しい財政状況、国や県の動向等を考慮した結果、今回の給

与改定を行うこととした。10月21日、全協資料と示されており、議案質疑でも、同じよう

な答弁がございました。 

 しかし、日本自治体労働組合総連合では、第１に過去６年間引上げ分全てを勤勉手当に

配当し、生活費の強化を押しつけ、今次勧告では、期末手当を引き下げている。これは、

一時金の生活給としての性格を薄め、成績主義を強化するものであると。 

 第２には、働く者の要求に背を向け、公務員の賃金を引き下げることにより、全ての労

働者の賃下げにつながるものである。また、消費税や新型コロナ危機の下で、マイナス勧

告は、地域経済にも大きな影響を及ぼすものであると。慢性的な長時間労働の是正につい

ても必要としながら、要員確保に踏み込んでいない。さらに、非常勤職員の処遇改善につ

ながる具体的な言及や方策が全く示されていないと。 

 第３には、保健所、病院などで働く人は、休日も出勤して、命と健康を守るため働いて

いる。自治体、公務公共の現場は、大変な過密労働の中にある。人員増の具体策は示され

ず、一時金の勧告のみである。この勧告が、自治体に押しつけられたならば、自治体職員

にも重大な影響をもたらす。それも、そもそも会計年度職員は、勤勉手当の支給はなく、

期末手当の支給ということになっていると。このように、人事院勧告に対する批判を述べ

ております。 

 一時金削減の人事院勧告を実施することは、働く人の賃金を抑制し、新型コロナの影響

で疲弊する地域経済に悪影響を与えるものであります。公務員労働者の誠実な努力に応え

るためにも、一般職員、会計年度任用職員の期末手当削減をやめ、長時間過密労働解消に

必要な対策、会計年度任用職員等の処遇改善に努めることが必要であると考えます。 

 よって、議案第76号 笠間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

反対いたします。 

 議員の皆様におかれましては、討論に御賛同いただきたくお願い申し上げまして、反対

討論といたします。御清聴ありがとうございました。 

○議長（飯田正憲君） これより議案第76号について採決をいたします。 

 この採決は、採決システムにより、本件は原案のとおり決することに賛成の諸君はボタ

ンを押してください。 

〔賛成者ボタン押下〕 

○議長（飯田正憲君） 賛成の方は、マイクのボタンが赤く点灯しているか御確認くださ

い。 

 確認漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（飯田正憲君） 採決を決定いたしました。 

 投票数20、賛成15、反対５でございます。賛成多数で、よって、本件は原案のとおり可

決されました。 

                                         

 議案第７７号 笠間市地球温暖化防止等事業基金条例を廃止する条例について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第６、議案第77号 笠間市地球温暖化防止等事業基金条例を

廃止する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第77号 笠間市地球温暖化防止等事業基金条例を廃止する条

例についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、ごみ処理施設に対する県施設及び更新並びに修繕に活用できるよう、新たな基

金を設置するため廃止するものであります。内容につきましては、市民生活部長から説明

させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 市民生活部長金木雄治君。 

〔市民生活部長 金木雄治君登壇〕 

○市民生活部長（金木雄治君） 議案第77号 笠間市地球温暖化防止等事業基金条例を廃

止する条例について御説明申し上げます。 

 廃止いたします条例につきましては、合併前に各市町で設置しておりましたごみ減量化

推進基金を合併時に一本化し、平成22年４月に名称を笠間市地球温暖化防止等事業基金と

改め、それに併せ、基金の目的についても、ごみ処理の減量化事業を円滑に推進するため

から、温室効果ガスの排出抑制や地球温暖化防止など市の環境施策を積極的に展開するた

めと変更し、現在まで活用してきた基金でございます。 

 そのような中、今般の環境組合解散による笠間市環境センターの単独運営、エコフロン

ティアかさまの計画終了時期など、市の廃棄物処理を取り巻く状況の変化に伴い、ごみ処

理施設の建設や更新、修繕を計画的に実施することが喫緊の課題となっております。 

 それらを踏まえまして、今後見込まれる処理施設の建設及び更新等の資金の確保を目的

に、新たな基金を創設するに当たり、笠間市地球温暖化防止等事業基金を廃止するもので

ございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和３年３月31日から施行するものでございます。 

 以上で、議案第77号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 
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 議案第７８号 笠間の陶炎祭出展者貸付金貸付条例を廃止する条例について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第７、議案第78号 笠間の陶炎祭出展者貸付金貸付条例を廃

止する条例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第78号 笠間の陶炎祭出展者貸付金貸付条例を廃止する条例

についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、設定した貸付期間満了のため廃止するものであります。内容につきましては、

産業経済部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 産業経済部長古谷茂則君。 

〔産業経済部長 古谷茂則君登壇〕 

○産業経済部長（古谷茂則君） 議案第78号 笠間の陶炎祭出展者貸付金貸付条例を廃止

する条例について御説明申し上げます。 

 本案は、令和２年笠間市条例第15号により制定した笠間の陶炎祭出展者貸付金貸付条例

について、貸付期間として条例第４条で定めた令和２年12月28日までの期間満了をもって

制度を廃止するものです。 

 附則といたしまして、この条例は、貸付期間満了の翌日令和２年12月29日から施行する

ものであります。 

 以上で、議案第78号 笠間の陶炎祭出展者貸付金貸付条例を廃止する条例についての説

明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

                                         

 議案第７９号 笠間市職員の修学部分休業に関する条例について 

 議案第８０号 笠間市職員の自己啓発等休業に関する条例について 

 議案第８１号 笠間市職員の配偶者同行休業に関する条例について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第８、議案第79号 笠間市職員の修学部分休業に関する条例

についてないし議案第81号 笠間市職員の配偶者同行休業に関する条例についての３件を

一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第79号 笠間市職員の修学部分休業に関する条例についてか
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ら議案第81号 笠間市職員の配偶者同行休業に関する条例については関連しておりますの

で、一括して提案理由を申し上げます。 

 これらの議案は、地方公務員法に規定する休業制度の導入により、働き方改革の取組の

推進を図るため制定するものであります。内容につきましては、市長公室長から説明させ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 市長公室長中村公彦君。 

〔市長公室長 中村公彦君登壇〕 

○市長公室長（中村公彦君） 議案第79号 笠間市職員の修学部分休業に関する条例につ

いて御説明申し上げます。 

 本条例につきましては、職員の公務能力向上に資する自発的な学習を支援するため、職

場を離れることなく、勤務を継続しながら、勤務時間の一部についてのみ、部分休業を可

能とする修学部分休業について必要な事項を定めるものでございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 条例の構成につきましては、第１条で条例の趣旨、第２条で修学部分休業の承認、第３

条で休業取得中の給与について定めるものでございます。 

 続きまして、３ページの第４条は、休業の承認の取消し事由についてを定めるものでご

ざいます。第５条は必要事項の委任についてでございます。 

 附則でございますが、条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 

 以上で、議案第79号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第80号 笠間市職員の自己啓発等休業に関する条例について御説明申

し上げます。 

 本条例につきましては、公務を取り巻く社会環境の変化に対応できるよう、職員に自発

性や自主性を生かした幅広い能力開発や国際協力の機会を提供するため、自発的に職務を

離れて大学等における修学や国際貢献活動を行うことを希望する職員に対し、その身分を

保障したまま、職務に従事せず、これらの活動を行うことを認める自己啓発等休業につい

て必要な事項を定めるものでございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 条例の構成につきましては、第１条で条例の趣旨、第２条で休業の承認、第３条で休業

の期間、第４条で大学等課程の履修に係る教育施設について定めるものでございます。 

 次に、３ページ、第５条は、法の規定により、条例で定める奉仕活動についてでござい

ます。 

 続きまして、第６条及び第７条につきましては、休業の申請及び期間の延長について定

めるものでございます。 

 続く４ページの第８条につきましては、休業の承認の取消し事由を第９条につきまして

は、大学等課程の履修または国際貢献活動の状況について任命権者への報告について定め
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るものでございます。 

 第10条につきましては、職員の職務復帰後における号給の調整について定めるものでご

ざいます。 

 第11条は、必要事項の委任についてでございます。 

 附則でございますが、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 

 以上で、議案第80号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第81号 笠間市職員の配偶者同行休業に関する条例について御説明申

し上げます。 

 本条例につきましては、職員が家庭責任を全うしながら、それぞれの事情やニーズに応

じた継続的な勤務が可能となるよう、選択肢を増やし、能力を最大限に発揮して勤務する

ため配偶者が同行休業について必要な事項を定めるものでございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 条例の構成につきましては、第１条で条例の趣旨、第２条で休業の承認、第３条で休業

の期間、第４条で本条例の対象となる配偶者が外国に滞在する事由について、第５条で休

業の承認申請について定めるものでございます。 

 次に、２ページから３ページにおきまして、第６条及び第７条は、休業の期間の延長及

び休業期間の再度の延長ができる特別の事由について定めるものでございます。 

 第８条で休業の承認の取消し事由、第９条で任命権者に遅滞なく届け出るべき事由につ

いて定めるものでございます。 

 続きまして、４ページの第10条につきましては、職員の休業に伴う任期付採用及び臨時

的任用、第11条につきましては、職員の職務復帰後における号給の調整についてで定める

ものでございます。 

 第12条は、必要事項についての委任でございます。 

 附則でございますが、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 

 以上で、議案第81号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

                                         

 議案第８２号 笠間市廃棄物処理推進基金条例について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第９、議案第82号 笠間市廃棄物処理推進基金条例について

を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第82号 笠間市廃棄物処理推進基金条例についての提案理由
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を申し上げます。 

 本案は、ごみ処理施設に対する建設及び更新並びに修繕に充てることを目的として新た

に基金を設置するため制定するものであります。内容につきましては、市民生活部長から

説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 市民生活部長金木雄治君。 

〔市民生活部長 金木雄治君登壇〕 

○市民生活部長（金木雄治君） 議案第82号 笠間市廃棄物処理推進基金条例について御

説明申し上げます。 

 本案は、本市における廃棄物処理に関わる状況の変化に対応するため、指定ごみ袋、不

燃ごみ処理券などの売払い代金の一部を今後見込まれる廃棄物処理施設の建設及び更新並

びに修繕に充てることを目的として、新たに基金を設置するものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 条例の構成についてでございますが、第１条の設置では、基金設置の目的を定めており

ます。 

 第２条では、積み立てる額は、一般会計で定めることとしております。 

 第３条では、基金の管理方法を定めております。 

 第４条では、基金の運用から生じる基金の使用方法を定めております。 

 第５条で、繰替え運用、第６条で基金の処分方法を定めております。 

 第７条につきましては、委任についての事項となります。 

 次に、附則でございますが、第１項で施行期日を令和３年４月１日といたしております。 

 ３ページをお開きいただきまして、第２項、経過措置といたしまして、本条例の施行日

の前日までに、笠間市地球温暖化防止等事業基金条例の規定により積み立てられた現金、

有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなすとしております。 

 以上で、議案第82号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

                                         

 議案第８３号 笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第10、議案第83号 笠間芸術の森公園スケートパーク管理条

例についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第83号 笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例について

の提案理由を申し上げます。 
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 本案は、笠間芸術の森公園内に設置するスケートパークの管理に関し、必要な事項を定

め、制定するものであります。内容につきましては、都市建設部長から説明させますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 都市建設部長吉田貴郎君。 

〔都市建設部長 吉田貴郎君登壇〕 

○都市建設部長（吉田貴郎君） 議案第83号 笠間芸術の森公園スケートパーク管理条例

について御説明申し上げます。 

 本案は、笠間芸術の森公園において、来年春の開園を目指し、整備を行っているスケー

トパークの管理について必要な事項を定めるため制定するものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 第１条で趣旨、第２条から第４条では、行為の制限、禁止事項を定めてございます。 

 続いて、３ページを御覧ください。 

 第５条においては、有料公園施設としてスケート広場、多目的広場を定めてございます。 

 ４ページを御覧ください。 

 第６条では、監督処分、第７条から第11条については、処分に対する措置事項を定めて

ございます。 

 続いて、６ページを御覧ください。 

 第12条から第14条では、使用料に関する事項について定めてございます。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 第15条では、監督処分に対する届出、第16条から第19条においては、指定管理者による

管理に関する事項について定めてございます。 

 ８ページを御覧ください。 

 第20条から第22条につきましては、管理に伴う罰則を定め、第23条で委任について定め

てございます。 

 次に、附則でございますが、第１項で本条例の施行期日を令和３年３月20日と定め、第

２項では準備行為について定めてございます。 

 最後に、別表として、各施設の使用料を定めてございます。 

 以上で、議案第83号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

 ここで11時15分まで休憩いたします。 

午前１１時０５分休憩 

                                         

午前１１時１５分再開 

○議長（飯田正憲君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
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 議案第８４号 市道路線の廃止及び認定について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第11、議案第84号 市道路線の廃止及び認定についてを議題

といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第84号 市道路線の廃止及び認定についての提案理由を申し

上げます。 

 本案は、国道355号バイパス整備に伴う路線の廃止及び認定並びに払下げに伴う路線の

廃止及び認定をするものであります。内容につきましては、都市建設部長から説明させま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 都市建設部長吉田貴郎君。 

〔都市建設部長 吉田貴郎君登壇〕 

○都市建設部長（吉田貴郎君） 議案第84号 市道路線の廃止及び認定について御説明申

し上げます。 

 今回の市道路線の廃止及び認定につきましては、廃止する路線３路線、認定する路線４

路線をお諮りするものでございます。内容につきましては、２ページに一覧表を載せてご

ざいますので、御覧いただきたいと思います。 

 この一覧表には、廃止及び認定する路線名とそれぞれ起点、終点、延長、幅員等を記載

してございます。 

 続きまして、３ページを御覧ください。 

 廃止及び認定する路線全体の位置図でございます。 

 それでは、詳細につきまして、御説明を申し上げます。 

 ４ページが位置図、５ページが詳細図でございます。 

 福島地内で国道355号岩間バイパス４車線化に伴い、路線の廃止及び認定をするもので

ございます。 

 続きまして、６ページ、位置図、７ページ、詳細図を御覧ください。 

 飯田地内での大規模太陽光発電事業による払下げに伴い、路線の廃止及び認定をするも

のでございます。 

 続きまして、８ページ、位置図と９ページ、詳細図を御覧ください。 

 安居地内での開発行為による払下げに伴い、路線の廃止及び認定をするものでございま

す。 

 以上で、議案第84号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 
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 議案第８５号 指定管理者の指定について（笠間市ゆかいふれあいセンター） 

 議案第８６号 指定管理者の指定について（笠間クラインガルテン） 

 議案第８７号 指定管理者の指定について（北山公園） 

 議案第８８号 指定管理者の指定について（道の駅かさま） 

 議案第８９号 指定管理者の指定について（笠間芸術の森公園スケートパーク） 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第12、議案第85号 指定管理者の指定について（笠間市ゆか

いふれあいセンター）ないし議案第89号 指定管理者の指定について（笠間芸術の森公園

スケートパーク）の５件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第85号から議案第89号、指定管理者の指定についての提案理

由を申し上げます。 

 これらの議案は、笠間市ゆかいふれあいセンター、笠間クラインガルテン、北山公園、

道の駅かさま、笠間芸術の森公園スケートパークにおけるそれぞれの指定管理者の指定を

行うため、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。内容につきましては、各担当部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 市民生活部長金木雄治君。 

〔市民生活部長 金木雄治君登壇〕 

○市民生活部長（金木雄治君） 議案第85号、笠間市ゆかいふれあいセンターの指定管理

者の指定について御説明申し上げます。 

 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、笠間市ゆかいふれあいセンタ

ーでございます。 

 次に、指定管理者となる団体の住所及び名称は、東京都北区王子３丁目19番７号、ＳＩ

Ｆ共同事業体代表団体株式会社サンアメニティ代表取締役吉澤幸夫でございます。 

 指定の期間につきましては、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間とな

ります。 

 今回の指定につきましては、施設の指定期間満了に伴い、公募による指定管理者の募集

を行ったところ、２団体からの申請がございました。 

 笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例に基づきまして、去る10

月26日に選定審議会が開催され、審議の結果、施設の設置目的を理解した事業計画であり、

計画の実現性及び類似施設の管理運営実績等を踏まえ、現在の実施事業に加え、健康増進

施設としてのさらなる事業展開等を評価し、ＳＩＦ共同事業体が適当との判断をいただき
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ましたので、指定管理者として指定するものでございます。 

 以上で、議案第85号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 産業経済部長古谷茂則君。 

〔産業経済部長 古谷茂則君登壇〕 

○産業経済部長（古谷茂則君） 議案第86号から議案第88号について御説明申し上げます。 

 まず、議案第86号 指定管理者の指定について（笠間クラインガルテン）御説明申し上

げます。 

 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、笠間クラインガルテン、指定

管理者として指定する団体の名称は、一般財団法人笠間市農業公社、指定期間は、令和３

年４月１日から令和４年３月31日までの１年間となります。 

 今回の指定につきましては、一般財団法人笠間市農業公社の設立目的が笠間クラインガ

ルテンの設置目的と一致しており、農業、農村の活性化に向けたグリーンツーリズムの推

進が図れることや農産物販売所及び休止中のそば処における経営改善に向けた新たな事業

計画などを総合的に評価し、非公募により一般財団法人笠間市農業公社を指定管理者の候

補者として選定いたしました。 

 あわせて、笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第２項

の規定に基づき、諮問した指定管理者選定審議会から、指定管理者の候補者として適当で

あるとの答申をいただいており、今般指定管理者として指定するものでございます。 

 以上で、議案第86号の説明を終わります。 

 次に、議案第87号 指定管理者の指定について（北山公園）御説明申し上げます。 

 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、北山公園、指定管理者として

指定する団体の名称は、笠間市造園建設業協同組合、指定期間は、令和３年４月１日から

令和４年３月31日までの１年間となります。 

 今回の指定につきましては、公募を行い、その結果、２者から申請がございました。提

出された事業計画や収支計画等を審査した結果、公園管理のノウハウや作業機械の保有状

況から、適切な維持管理が見込めるとともに、平成20年度から12年間の管理運営において、

効率的に運用しようとする計画等を総合的に評価し、指定管理者の候補者と選定いたしま

した。 

 あわせて、笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第２項

の規定に基づき、諮問した指定管理者選定審議会の意見でも、指定管理者の候補者として

適当であるとの答申をいただいており、今般指定管理者として指定するものでございます。 

 以上で、議案第87号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第88号 指定管理者の指定について（道の駅かさま）御説明申し上げ

ます。 

 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、道の駅かさま、指定管理者と
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なる団体の名称は、株式会社道の駅笠間、指定期間は、令和３年４月１日から令和８年３

月31日までの５年間となります。 

 今回の指定につきましては、令和３年秋開業予定の道の駅かさまを管理運営するために

設立いたしました第三セクター株式会社道の駅笠間は、施設の設置目的を理解し、地域の

特産物活用考慮した自主事業の実施に加え、地域との連携、他施設との連携強化を図る内

容等を総合的に評価し、指定管理者の候補者として選定いたしました。 

 あわせて、笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第２項

の規定に基づき、諮問した指定管理者選定審議会の意見でも、指定管理者の候補者として

適当であるとの答申をいただいており、今般指定管理者として指定するものでございます。 

 以上で、議案第86号から議案第88号、指定管理者の指定についての説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 都市建設部長吉田貴郎君。 

〔都市建設部長 吉田貴郎君登壇〕 

○都市建設部長（吉田貴郎君） 議案第89号 指定管理者の指定について（笠間芸術の森

公園スケートパーク）御説明申し上げます。 

 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、笠間芸術の森公園スケートパ

ークでございます。 

 次に、指定管理者となる団体の住所及び名称は、東京都台東区上野７丁目14番５号、株

式会社ムラサキスポーツ代表取締役社長金山元一で、指定の期間は、令和３年４月１日か

ら令和13年３月31日までの10年間でございます。 

 今回の指定につきましては、スケートパーク設置に伴い、公募により指定管理者の募集

を行ったところ、１団体からの申請がございました。 

 笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指定管理者選

定審議会で審議を行った結果、類似施設の管理施設の実績を有し、大規模な大会やイベン

トの運営能力を有していることなどから、株式会社ムラサキスポーツが適当との判断をい

ただきましたので、今般指定管理者として指定するものでございます。 

 以上で、議案第89号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

                                         

 議案第９０号 動産購入契約の締結について（笠間市立学校タブレット端末（ｉＰａｄ）

購入） 

 議案第９１号 動産購入契約の締結について（笠間市立学校タブレット端末（Ｃｈｒｏ

ｍｅｂｏｏｋ）購入） 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第13、議案第90号 動産購入契約の締結について（笠間市立

学校タブレット端末（ｉＰａｄ）購入）及び議案第91号 動産購入契約の締結について
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（笠間市立学校タブレット端末（Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ）購入）の２件を一括議題といた

します。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第90号から議案第91号 動産購入契約の締結については、関

連しておりますので、一括して提案理由を申し上げます。 

 本案は、予定価格が笠間市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第３条に規定する額を超えるため、地方自治法第96条第１項第８号の規定により議

会の議決を求めるものであります。内容につきましては、教育部長から説明させますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 教育部長小田野恭子君。 

〔教育部長 小田野恭子君登壇〕 

○教育部長（小田野恭子君） 議案第90号、議案第91号について御説明をいたします。 

 初めに、議案第90号 動産購入契約の締結について（笠間市立学校タブレット端末（ｉ

Ｐａｄ）購入）の御説明を申し上げます。 

 初めに、契約の目的でございますが、国の施策であるＧＩＧＡスクール構想の実現に向

け、学習環境の整備をするものでございます。笠間市としましては、小学校１年生から５

年生の児童及び教職員に対して、ｉＰａｄのタブレット端末を１人１台、3,240台購入す

るものでございます。 

 次に、契約についてでございますが、11月20日に茨城県共同調達にてプロポーザル入札

を行った結果、落札者と11月27日に仮契約を締結したところでございます。 

 契約金額は１億8,140万7,600円、うち消費税が1,649万1,600円でございます。 

 契約の相手方は、水戸市本吉田町1194番地23、日興通信株式会社水戸支店、支店長森田

一也でございます。 

 以上で、議案第90号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第91号 動産購入契約の締結について（笠間市立学校タブレット端末

（Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ）購入）の御説明を申し上げます。 

 初めに、契約の目的でございますが、同じく国の施策であるＧＩＧＡスクール構想の実

現に向け、学習環境の整備をするものでございます。笠間市としましては、小学校６年生

から、中学校３年生の児童生徒及び教職員に対して、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋブックのタブ

レット端末を１人１台、2,638台購入するものでございます。 

 次に、契約についてでございますが、11月20日に茨城県共同調達にてプロポーザル入札

を行った結果、落札者と11月27日に仮契約を締結したところでございます。 

 契約金額は１億1,578万1,820円、うち消費税が1,052万5,620円でございます。 
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 契約の相手方は、水戸市本吉田町1194番地23、日興通信株式会社水戸支店、支店長森田

一也でございます。 

 以上で、議案第91号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

                                         

 議案第９２号 汚泥焼却炉施設等の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約

の変更について 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第14、議案第92号 汚泥焼却炉施設等の建設及び維持管理に

関する事務の委託に関する規約の変更についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第92号 汚泥焼却施設等の建設及び維持管理に関する事務の

委託に関する規約の変更についての提案理由を申し上げます。 

 本案は、地方自治法第252条の２の第３項の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。内容につきましては、上下水道部長から説明させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（飯田正憲君） 上下水道部長横手 誠君。 

〔上下水道部長 横手 誠君登壇〕 

○上下水道部長（横手 誠君） 議案第92号 汚泥焼却炉施設等の建設及び維持管理に関

する事務の委託に関する規約の変更について御説明申し上げます。 

 本案は、現行規約に定める経費負担の算定に用いる発生汚泥量の対象期間が終了するこ

とに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 ３ページの資料により御説明申し上げます。 

 第３条第１項第１号中、第１期目の汚泥焼却炉施設等の供用開始から第２期目の汚泥焼

却炉施設等の供用開始後15年を経過するまでの期間を当該年度に改めるものでございます。 

 ２ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この規約は、令和３年４月１

日から施行するものでございます。 

 以上で、議案第92号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

                                         

 議案第 ９３号 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第９号） 

 議案第 ９４号 令和２年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 議案第 ９５号 令和２年度笠間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
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 議案第 ９６号 令和２年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ９７号 令和２年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ９８号 令和２年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第 ９９号 令和２年度笠間市立病院事業会計補正予算（第３号） 

 議案第１００号 令和２年度笠間市水道事業会計補正予算（第３号） 

 議案第１０１号 令和２年度笠間市工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

 議案第１０２号 令和２年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

○議長（飯田正憲君） 日程第15、議案第93号 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第

９号）ないし議案第102号 令和２年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第３号）ま

での10件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 市長山口伸樹君。 

〔市長 山口伸樹君登壇〕 

○市長（山口伸樹君） 議案第93号 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第９号）から

議案第102号 令和２年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第３号）の提案理由を申

し上げます。 

 これらの議案は、一般会計のほか特別会計５会計及び企業会計４会計について補正予算

を編成し、上程するものであります。内容につきましは、各担当部長から説明させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田正憲君） 総務部長石井克佳君。 

〔総務部長 石井克佳君登壇〕 

○総務部長（石井克佳君） 議案第93号 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第９号）

について御説明を申し上げます。 

 １ページを御覧ください。 

 本補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億3,936万9,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ440億3,280万2,000円とするものでございます。 

 ７ページを御覧ください。 

 第２表継続費補正でございます。笠間保健センター施設解体事業をはじめ、３事業につ

きまして事業費の変更等により総額及び年割額を変更するものでございます。 

 ８ページを御覧ください。 

 第３表繰越明許費でございます。新型コロナ対策救急車両整備事業など５事業につきま

して、年度内での支出が完了しない見込みであることから、次年度への繰越し措置をする

ものでございます。 

 ９ページを御覧ください。 
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 第４表債務負担行為補正でございます。議会だより作成業務委託から10ページまでの14

事業につきまして、本年度中に契約事務を進める必要があることから、それぞれ債務負担

行為を設定するものでございます。 

 11ページを御覧ください。 

 第５表地方債補正でございます。１、追加の友部小学校屋上防水事業債及び中学校校舎

空調整備事業債は、事業の実施に伴い、新たに起債をするものでございます。 

 12ページを御覧ください。 

 ２、変更は、道の駅整備事業債をはじめ６事業につきまして、事業費の補正などに伴い、

限度額を変更するものでございます。 

 13ページを御覧ください。 

 ３、廃止の最終処分場整備事業債及び岩間海洋センター体育館整備事業債は、震災復興

特別交付税など特定財源の充当によりまして、起債を取りやめるものでございます。 

 次に、歳入歳出予算の主なものにつきまして、事項別明細書にて御説明を申し上げます。 

 16ページを御覧ください。 

 まず、歳入でございます。 

 第11款地方交付税、第１項地方交付税、１目地方交付税3,256万2,000円の増は、震災復

興特別交付税でございます。 

 第14款使用料及び手数料、第１項使用料、６目土木使用料1,755万1,000円の減は、イベ

ント等の中止に伴う笠間芸術の森公園駐車場使用料1,240万円の減が主なものでございま

す。 

 17ページを御覧ください。 

 第15款国庫支出金、第１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金１億1,923万7,000円の増

は、障害者自立支援給付費負担金4,000万円及び生活保護費負担金8,670万2,000円の増が

主なものでございます。 

 18ページを御覧ください。 

 第２項国庫補助金、中段の６目教育費国庫補助金8,211万7,000円の増は、各小学校の特

別教室への空調設備設置工事に対する学校施設環境改善交付金8,239万5,000円が主なもの

でございます。 

 19ページを御覧ください。 

 第16款県支出金、第２項県補助金、４目農林水産業費県補助金１億4,402万3,000円の増

は、栗加工施設の整備に対する補助金としまして、強い農業担い手づくり総合支援事業補

助金１億4,410万2,000円が主なものでございます。 

 21ページを御覧ください。 

 第19款繰入金、第２項基金繰入金、19目新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金

3,286万円は、新型コロナ対策支援のためにお寄せいただきました寄附金を感染症対策の
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ために整備いたします高規格救急車の購入事業に充当するため、基金から繰入れをするも

のでございます。 

 第21款諸収入、第４項雑入、３目給食事業収入3,652万1,000円の減は、新型コロナによ

る学校休業期間の学校給食費の減でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 今回の補正では、まず、歳出項目全般にわたりまして、人事院勧告に伴いまして人件費

に係る補正をしてございます。 

 27ページを御覧ください。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、16目特別定額給付費4,529万7,000円の減は、特別定

額給付金給付事業の完了に伴う事業費及び事務費の減額でございます。 

 32ページを御覧ください。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、２目障害者福祉費6,911万7,000円の増は、第19節扶

助費で障害者福祉サービスの利用増に伴う障害者自立支援給付費8,000万円の増が主なも

のでございます。 

 33ページを御覧ください。 

 下段の第２項児童福祉費、１目児童福祉総務費7,578万6,000円の増は、34ページ中段に

ございます第22節償還金利子及び割引料で、令和元年度事業の精算に伴う子ども・子育て

支援交付金国庫返納金4,271万5,000円及び子どものための教育・保育給付費国庫負担金返

納金2,961万8,000円が主なものでございます。 

 35ページを御覧ください。 

 下段の第３項生活保護費、２目扶助費１億1,560万2,000円の増は、本年度支給見込額の

増によるものでございます。 

 38ページを御覧ください。 

 第５款農林水産業費、第１項農業費、３目農業振興費１億6,979万1,000円の増は、第18

節負担金補助及び交付金で、栗加工新法人の施設整備に対する国産農畜産物供給力強靱化

対策事業補助金１億4,410万2,000円のほか、39ページの第23節にございます投資及び出資

金で、栗加工新法人設立のための出資金3,500万円の計上が主なものでございます。 

 43ページを御覧ください。 

 下段の第８款消防費、第１項消防費、３目消防施設費5,610万2,000円の増は、第14節工

事請負費で、消防本部の施設整備工事費1,795万7,000円の増のほか、44ページの第17節備

品購入費で、高規格救急車購入経費などに3,740万5,000円の増が主なものでございます。 

 45ページを御覧ください。 

 第９款教育費、第２項小学校費、３目学校建設費４億568万7,000円の増は、第14節工事

請負費で、各小学校の特別教室における空調設備設置工事費３億2,846万7,000円及び友部

小学校の屋上防水工事6,913万5,000円が主なものでございます。 
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 46ページを御覧ください。 

 第３項中学校費、２目教育振興費2,807万円の増は、第17節備品購入費に教科書改訂に

伴いまして、市内中学校における教科書購入の経費を計上してございます。 

 ３目学校建設費2,205万7,000円の増は、第14節工事請負費で、友部中学校及び友部第二

中学校の給食室における空調設備設置工事費を計上するものでございます。 

 以上で、議案第93号 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第９号）の説明を終わりま

す。 

○議長（飯田正憲君） 保健福祉部長下条かをる君。 

〔保健福祉部長 下条かをる君登壇〕 

○保健福祉部長（下条かをる君） 議案第94号から議案第97号まで御説明申し上げます。 

 初めに、議案第94号 令和２年度笠間市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて御説明申し上げます。 

 １ページを御覧願います。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,068万9,000円

を減額し、歳入歳出予算の総額を78億2,547万5,000円とするものでございます。 

 ４ページを御覧願います。 

 第２表の債務負担行為につきましては、令和３年度の特定健康診査業務委託を準備する

に当たりまして、令和２年度中に契約事務を進める必要があることから、債務負担行為の

設定をするもので、期間を令和３年度、限度額を6,200万円と設定するものでございます。 

 次に、歳入歳出の主なものにつきまして、事項別明細書により御説明申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。 

 ７ページを御覧願います。 

 ４款県支出金、１項県負担金補助金、１目保険給付費等交付金174万6,000円の減額は、

保険者努力支援分と特別調整交付金の財源組替えに伴う減額でございます。 

 ６款繰入金。１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金894万3,000円の減額は、人件費の

減に伴う事務費繰入金の減額及び保険税軽減分等の減に伴う保険基盤安定繰入金の減額で

ございます。 

 次に、８ページを御覧願います。 

 歳出でございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費87万円の減額は、人件費の減額及び委託

料の増額で、12節の委託料は税制改正に伴う国保システム改修業務委託料でございます。 

 ３款健康保険事業費納付金、１項医療費給付費分、２項後期高齢者支援金等分、９ペー

ジを御覧いただきまして、３項介護納付金分及び５款の保健事業費は、一般会計繰入金の

減額に伴う財政の組替えでございます。 

 ６款、１項基金積立金、１目準備金積立金981万9,000円の減額は、歳入歳出調整に伴い、
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国保財政調整基金を減額するものでございます。 

 以上で、議案第94号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第95号 令和２年度笠間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について御説明申し上げます。 

 １ページを御覧願います。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を９億2,219万1,000円とするものでございます。 

 ４ページを御覧願います。 

 第２表の債務負担行為につきましては、令和３年度の高齢者健康診査業務委託を準備す

るに当たりまして、令和２年度中に契約事務を進める必要があることから、債務負担行為

の設定をするもので、期間を令和３年度、限度額を2,750万円と設定するものでございま

す。 

 次に、歳入歳出につきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

 初めに歳入ですが、７ページを御覧願います。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金99万円の増額は、税制改正に伴う

システム改修費用分の事務費繰入金でございます。 

 次に、８ページを御覧願います。 

 歳出につきましては、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費99万円の増額は、

税制改正に伴うシステム改修業務委託料でございます。 

 以上で、議案第95号の説明を終わります。 

 次に、議案第96号 令和２年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第２号）について御

説明いたします。 

 １ページを御覧願います。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ３億1,309万3,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ71億2,056万9,000円とするものでございます。 

 内容につきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。 

 ６ページを御覧願います。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料219万2,000円の減額は、新型

コロナウイルス感染症保険料減免制度利用による保険料減収分による減額でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金4,815万円の増額は、施設介護サービス給付費、居宅

介護住宅改修費、高額医療合算介護サービス等費が、当初予算額より上回ることが見込ま

れるため、法定割合分を増額補正するものでございます。 

 ２項国庫補助金、４目保険者機能強化推進交付金424万3,000円の増額につきましては、

自立支援重症化防止等の取組に対して保険者に交付されるもので、達成状況から、交付金
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を増額するものでございます。 

 ５目介護保険保険者努力支援交付金1,645万5,000円の増額につきましても、介護予防、

健康づくり事業の達成状況により交付金が算定されるものでございます。 

 ７ページを御覧願います。 

 ７目介護保険災害等臨時特別補助金153万3,000円の増額は、新型コロナウイルス保険料

減免措置分でございます。 

 次に、８ページを御覧願います。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金3,978万9,000円の増額は、施

設介護サービス給付費、居宅介護住宅改修費、高額医療合算介護サービス等費の増額に伴

う市負担分を繰り入れるものでございます。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金3,568万8,000円の増額は、介護給付費

の増額に伴い、基金を取り崩すものでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 ９ページを御覧願います。 

 １款総務費、３項介護認定審査会費551万9,000円の増額は、介護認定審査会のペーパー

レス化やオンライン会議に対応するため、パソコンの購入及び電子化に伴う通信費、諸手

数料等になります。 

 10ページを御覧願います。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、計３億1,129万5,000円の増額と国保高額医

療合算介護サービス等費、計703万円の増額につきましては、上半期の実績に基づき、当

初予算額より給付費が上回るため増額補正するものでございます。 

 11ページを御覧願います。 

 ４款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サービス事業費は、歳入で申し上げました

保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金の財源の組替えでございます。 

 ５款、１項基金積立金1,663万9,000円の減額は、歳入歳出額の調整額でございます。 

 以上で、議案第96号の説明を終わります。 

 次に、議案第97号 令和２年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明いたします。 

 １ページを御覧願います。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１万円を減額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ2,479万円とするものでございます。 

 内容につきましては、歳入歳出とも、人事院勧告に伴う人件費の補正でございます。 

 以上で、議案第97号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 上下水道部長横手 誠君。 

〔上下水道部長 横手 誠君登壇〕 
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○上下水道部長（横手 誠君） 議案第98号 令和２年度笠間市農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。 

 １ページを御覧ください。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ680万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億6,739万円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の主なものにつきまして、事項別明細書により御説明申し上げます。 

 ６ページを御覧ください。 

 初めに、歳入につきまして御説明いたします。 

 第３款国庫支出金、第１項国庫補助金、１目農業集落排水事業国庫補助金1,000万円の

減額及び第５款繰入金、第１項、１目一般会計繰入金1,000万円の増額は、汚水処理施設

整備交付金を浄化槽整備事業から農業集落排水事業へ充当するため、財源の組替えを行う

ものでございます。 

 第７款諸収入、第１項、１目雑入680万円の減額は、消費税確定によるものでございま

す。 

 続きまして、歳出になります。 

 ７ページを御覧ください。 

 第１款農業集落排水事業費、第１項、１目農業集落排水施設管理費520万円の減額の主

なものは、11節役務費100万円減で、汚泥くみ取り手数料、12節委託料412万円減で、入札

差金による施設管理委託料等でございます。 

 第２項、１目農業集落排水施設建設費160万円の減は、職員の給与に関する条例の改正

等に伴い、人件費を減額するものでございます。 

 以上で、議案第98号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 市立病院事務局長後藤弘樹君。 

〔市立病院事務局長 後藤弘樹君登壇〕 

○市立病院事務局長（後藤弘樹君） 議案第99号 令和２年度笠間市立病院事業会計補正

予算（第３号）につきまして御説明申し上げます。 

 １ページを御覧ください。 

 第２条収益的収入及び支出の予定額の補正でございます。 

 収入の第１款病院事業収益に572万6,000円を追加し、収入予定額の総額を８億9,399万

8,000円にし、支出の第１款病院事業費用に1,767万7,000円を追加し、支出の予定額の総

額を９億6,854万2,000円とするものでございます。 

 第３条債務負担行為は、臨床検査業務委託について、来年４月から実施するに当たり、

本年中に契約行為を進める必要があることから、令和３年度から３年間の債務負担行為を

設定するものでございます。 

 ２ページを御覧ください。 
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 第４条は議会の議決を経なければ流用できない経費、第５条は他会計からの補助金の補

正でございます。 

 収入、支出の主なものにつきまして、補正予算に関する明細書にて御説明をいたします。 

 14ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出でございます。 

 初めに収入でございますが、第１款病院事業収益、第２項医業外収益、１目他会計負担

金47万6,000円の増は、地域医療センターかさま管理に係る一般会計からの負担金でござ

います。 

 ６目国県補助金525万円の増でございますが、マイナンバーを活用したオンライン資格

確認導入に必要となる経費費用に対する補助率２分の１の国庫補助金でありますオンライ

ン資格確認導入補助金と、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療

体制確保に要する経費への補助率10分の10の県補助金であります新型コロナ感染拡大防止

等支援事業補助金が病院分といたしまして350万円、訪問看護分として70万円となってご

ざいます。 

 15ページを御覧いただきたいと思います。 

 支出でございます。 

 第１款病院事業費用、第２項医業費用、２目材料費666万円の増でございますが、１節

薬品費で新型コロナウイルス抗原検査キットの購入、２節診療材料費で感染症患者に使用

するマスクやグローブ等の診療材料費に対応するための補正でございます。 

 ３目経費624万4,000円の増でございますが、13節は委託料、オンライン資格確認導入の

ためのシステム構築業務及び新型コロナウイルスＰＣＲ検査業務の委託料でございます。 

 ７目新型コロナ感染拡大防止事業費、病院分といたしまして245万9,000円の増、ページ

をめくっていただきまして、８目新型コロナ感染拡大防止等事業費、訪問看護分70万円の

増は、先ほど収入で御説明いたしました補助金を活用いたしまして、感染防止のための備

品や消耗品の購入、また、臨時維持事務委託を補正するものでございます。 

 以上で、議案第99号の説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 上下水道部長横手 誠君。 

〔上下水道部長 横手 誠君登壇〕 

○上下水道部長（横手 誠君） 議案第100号、議案第101号及び議案第102号について御

説明申し上げます。 

 初めに、議案第100号 令和２年度笠間市水道事業会計補正予算（第３号）について御

説明申し上げます。 

 １ページを御覧ください。 

 第２条は収益的支出の予定額を補正するものでございます。 

 支出の第１款水道事業費用、第１項営業費用を37万3,000円減額し、水道事業費用計を
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16億5,601万9,000円に補正するものでございます。 

 第３条は資本的支出の補正になります。 

 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５億4,015万6,000円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額2,874万7,000円、過年度分損益勘定留保資金５億

1,140万9,000円で補塡するものとするに改め、補正するものでございます。 

 支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費を３万1,000円減額し、資本的支出計を６

億3,445万8,000円に補正するものでございます。 

 第４条は議会の議決を経なければ流用することできない経費を改めるものでございます。 

 今回の内容について、補正予算明細書により御説明申し上げます。 

 ９ページを御覧ください。 

 収益的支出でございます。 

 第１款水道事業費用、第１項営業費用、５目総係費37万3,000円の減は、職員の給与に

関する条例の改正に伴い、手当等を減額するものでございます。 

 10ページを御覧ください。 

 資本的支出でございます。 

 第１款資本的支出、第１項建設改良費、１目事務費３万1,000円の減は、職員の給与に

関する条例の改正等に伴い、手当を減額するものでございます。 

 以上で、議案第100号 令和２年度笠間市水道事業会計補正予算（第３号）についての

説明を終わります。 

 続きまして、議案第101号 令和２年度笠間市工業用水道事業会計補正予算（第２号）

について御説明申し上げます。 

 １ページを御覧ください。 

 第２条は収益的支出予定額を補正するものでございます。 

 支出の第１款工業用水道事業費用、第１項営業費用を７万2,000円減額し、工業用水道

事業費用計を2,737万5,000円に補正するものでございます。 

 第３条は議会の議決を経なければ流用することをできない経費を改めるものでございま

す。 

 今回の内容について、補正予算明細書により御説明申し上げます。 

 ７ページを御覧ください。 

 収益的支出でございます。 

 第１款工業用水道事業費用、第１項営業費用、２目総係費７万2,000円の減は、職員の

給与に関する条例の改正に伴い、手当等を減額するものでございます。 

 以上で、議案第101号 令和２年度笠間市工業用水道事業会計補正予算（第２号）につ

いての説明を終わります。 

 続きまして、議案第102号 令和２年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第３号）
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について御説明申し上げます。 

 １ページを御覧ください。 

 第２条は業務の予定量を補正するもので、主要な建設改良事業における処理場建設事業

を12万4,000円減額し、９億6,743万9,000円にするものでございます。 

 第３条は収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。 

 収入の第１款下水道事業収益、第２項営業外収益を24万2,000円減額し、下水道事業収

益計を17億3,327万円にするものでございます。 

 支出の第１款下水道事業費用、第１項営業費用を24万2,000円減額し、下水道事業費用

計を17億3,327万円とするものでございます。 

 第４条は資本的支出の補正でございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５億4,034万9,000円は、過年度分損益

勘定留保資金2,298万1,000円及び当年度分損益勘定留保資金交付５億1,736万8,000円で補

塡するものとするに改め、補正するものでございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費12万4,000円を減額し、資本的支出計を24

億7,521万4,000円とするものでございます。 

 第５条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費を改めるものでございま

す。 

 第６条は他会計からの補助金を記載のとおり改めるものでございます。 

 第７条の債務負担行為につきましては、令和３年度の汚泥運搬業務委託を準備するに当

たり、今年度中に契約事務を進める必要があることから、期間を令和３年度、限度額を

1,570万円と定めるものでございます。 

 今回の内容について、補正予算明細書により主なものを御説明申し上げます。 

 13ページを御覧ください。 

 初めに、収益的収入及び支出の補正でございます。 

 収入の第１款下水道事業収益、第２項営業外収益、４目一般会計補助金24万2,000円の

減は、維持管理費等補助金の減額でございます。 

 次に、支出の第１款下水道事業費用、第１項営業費用、１目汚水管管路費の補正は、17

節委託料を470万1,000円減額し、道路の修繕等に伴うマンホール蓋の交換などを行うため、

20節修繕費を増額するものでございます。 

 14ページを御覧ください。 

 資本的支出の補正でございます。 

 第１款下水道事業資本的支出、第１項建設改良費、３目処理場建設費12万4,000円の減

額は、職員の給与に関する条例の改正に伴い、手当等を減額するものでございます。 

 以上で、議案第102号 令和２年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第３号）につ
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いての説明を終わります。 

○議長（飯田正憲君） 提案者の説明が終わりました。 

                                         

 散会の宣告 

 

○議長（飯田正憲君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 なお、次の本会議は、12月２日午前10時に開会いたします。 

 本日は御苦労さまでございました。お疲れさまでした。 

午後零時１５分散会 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する 

 

 

      笠間市議会議長   飯 田 正 憲 

 

 

署 名 議 員   益 子 康 子 

 

 

署 名 議 員   中 野 英 一 
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